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定
す
る
価
格
等
を
い
う
。
）
の
変
動
又
は
変
更
に
基
づ
く
工
事
内
容
の
変
更
又

定
す
る
価
格
等
を
い
う
。
）
の
変
動
若
し
く
は
変
更
に
基
づ
く
請
負
代
金
の
額

は
請
負
代
金
の
額
の
変
更
及
び
そ
の
額
の
算
定
方
法
に
関
す
る
定
め 

又
は
工
事
内
容
の
変
更 

九
～
十
六　

（
略
） 

九
～
十
六　

（
略
） 

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

（
不
当
に
低
い
請
負
代
金
の
禁
止
） 

（
不
当
に
低
い
請
負
代
金
の
禁
止
） 

第
十
九
条
の
三　

（
略
） 

第
十
九
条
の
三　

（
略
） 

２　

建
設
業
者
は
、
自
ら
が
保
有
す
る
低
廉
な
資
材
を
建
設
工
事
に
用
い
る
こ
と
が

（
新
設
）

で
き
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
そ
の
請
け
負
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
原

価
に
満
た
な
い
金
額
を
請
負
代
金
の
額
と
す
る
請
負
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
著
し
く
短
い
工
期
の
禁
止
） 

（
著
し
く
短
い
工
期
の
禁
止
） 

第
十
九
条
の
五　

（
略
） 

第
十
九
条
の
五　

（
略
） 

２　

建
設
業
者
は
、
そ
の
請
け
負
う
建
設
工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認

（
新
設
） 

め
ら
れ
る
期
間
に
比
し
て
著
し
く
短
い
期
間
を
工
期
と
す
る
請
負
契
約
を
締
結
し

 

て
は
な
ら
な
い
。

 

（
発
注
者
に
対
す
る
勧
告
等
） 

（
発
注
者
に
対
す
る
勧
告
等
） 

第
十
九
条
の
六　

建
設
業
者
と
請
負
契
約
を
締
結
し
た
発
注
者
（
私
的
独
占
の
禁
止

第
十
九
条
の
六　

建
設
業
者
と
請
負
契
約
を
締
結
し
た
発
注
者
（
私
的
独
占
の
禁
止

及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第

及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
第
十
九
条
の

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
第
十
九
条
の

三
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要

三
又
は
第
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
発
注
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

県
知
事
は
、
当
該
発
注
者
に
対
し
て
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

。
２　

建
設
業
者
と
請
負
契
約
（
請
負
代
金
の
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
で
あ
る

２　

建
設
業
者
と
請
負
契
約
（
請
負
代
金
の
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
上
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
た
発
注
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合

も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
た
発
注
者
が
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い

に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
し

て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
の
許
可
を
し
た
国
土


